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“ネットワークの中立性”原則の検討の必要性

■垂直統合型ビジネスモデルにおいては、各レイヤーのモジュール化が進み、ブロードバンド市場に
おける多数のプレーヤーが多層的に組み合わされる形でサービス提供が進展。

■ＩＰ網の本格構築が進む中、ネットワークを公平に利用するための原則として、「ネットワークの中立性」
の原則を確立することが必要ではないか。
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１．ネットワークの利用の公平性
☞通信レイヤーの他のレイヤーに対する中立性

２．ネットワークのコスト負担の公平性
☞通信網増強のためのコストシェアリングモデルの中立性

１．利用者がＩＰ網を柔軟に利用して、コンテンツ・アプリケーションレイヤーに自由にアク
セス可能であること。

２．利用者が技術基準に適合した端末を、ＩＰ網に自由に接続し、端末間の通信を柔軟に
行うことが可能であること。

３．利用者が通信レイヤー（物理網レイヤー・通信サービスレイヤー）及びプラットフォー
ムレイヤーを適正な対価で公平に利用可能であること。

“ネットワークの中立性”の原則（案）

“IP網の公平利用原則”
（利用者の視点）

“ＩＰ網の公平利用原則”を実現するための
政策評価パラメータ

“ネットワークの中立性”
(network neutrality)

（注）利用者(エンド側)には、エンドユーザのみならず、
コンテンツプロバイダー等のＩＰ網を利用して事業展
開を行う事業者もこれに含まれる。
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““ネットワークネットワーク利用の公平性”を利用の公平性”を巡巡る検討課題る検討課題

物理網
レイヤー

通信サービス
レイヤー

プラットフォーム
レイヤー

ｺﾝﾃﾝﾂ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
レイヤー

端末レイヤー

ネットワークに損傷を与えない (“no harm to the network”)原則等に合致
する限り、多様な端末が自由にネットワークに接続され、端末側において
もサービス制御が行なわれる選択肢を認めるべきではないか。

端末のオープンな接続の確保

認証・課金、サービス制御などの機能を有するプラットフォーム機能が円
滑に機能することにより、コンテンツ・アプリケーションの円滑な流通を確保
する必要があるのではないか。

プラットフォーム機能のオープン性の確保

特定のアプリケーション等の利用によってネットワーク全体のQoSに著し
い影響を与える場合、どのような条件であれば制限を課すことが認められ
るか。

アプリケーション等の利用の同等性の確保

■ネットワーク側とエンド側の双方が通信制御等の機能を持ち得る柔軟な形態（柔軟なインテリジェンスの実装形態の確保）
が指向されるべきではないか。

■その場合、あるレイヤーの機能が他のレイヤーの機能によって実質的に制御・支配されることを回避する（各レイヤー間の
イ ンターフェースのオープン化を図る）ことが適当ではないか。

端末の安全・信頼性の確保
相互接続性・互換性の確保
端末認証制度の在り方

指定電気通信設備制度の在り方
（上位レイヤーへの市場支配力の

濫用と関連）

アプリケーション機能の利用制限
の在り方
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各レイヤーの対応関係（概念図）

コンテンツ・アプリケーションレイヤーコンテンツ・アプリケーションレイヤー

プラットフォームレイヤープラットフォームレイヤー

プラットフォーム・サービス機能
（セッション制御、認証・セキュリティ、

課金管理）

プラットフォーム・サービス機能
（セッション制御、認証・セキュリティ、

課金管理）

通信キャリア
（ISPを含む）
通信キャリア
（ISPを含む）

通信サービスレイヤー通信サービスレイヤー

物理網レイヤー物理網レイヤー

端末（OS等を含む）端末（OS等を含む）

アプリケーション機能
（コンテンツ配信等）

アプリケーション機能
（コンテンツ配信等）

コア網

アクセス網

レイヤー型競争モデル NGN（ITU-T勧告） ﾈｯﾄﾜｰｸの中立性の視点
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““ネットワークネットワークのコスト負担の公平性”をのコスト負担の公平性”を巡巡る議論の背景る議論の背景

出典：各IXのデータを参考に作成

（参考）国内主要ＩＸ（ＪＰＩＸ、ＪＰＮＡＰ、ＮＳＰＩＸＰ）（参考）国内主要ＩＸ（ＪＰＩＸ、ＪＰＮＡＰ、ＮＳＰＩＸＰ）でで交換されるトラヒックの推移交換されるトラヒックの推移
（Gbps）

※ IX (Internet eXchange)：インターネット接続事業者間を相互接続する相互接続点

１日の平均トラヒックの月平均

１日のピークトラヒックの月平均

158.4Gbps(2005.11)

115.9Gbps(2005.11)

■我が国のブロードバンド契約者のトラヒック総量(注)は、05年11月時点で486Gbpsと推計。これは、04年11月時点（324Gbps）
と比べて約1.5倍の増加。

(注)04年11月より、半年ごと（5，11月）に、国内主要ＩＸで交換されるトラヒック量等を基にブロードバンド契約者のトラヒック総量を推計。

■このようなトラヒックの急増に対応するため、通信事業者における設備増強の必要性が増大。
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・JPIX Japan Internet eXchange
（日本インターネットエクスチェンジ株式会社が運営するIX）

・JPNAP Japan Network Access Point 
（インターネットマルチフィード株式会社が運営するIX）

・NSPIXP Network Service Provider Internet eXchange Point
（WIDE Projectが運営するIX）

・JPIX Japan Internet eXchange
（日本インターネットエクスチェンジ株式会社が運営するIX）

・JPNAP Japan Network Access Point 
（インターネットマルチフィード株式会社が運営するIX）

・NSPIXP Network Service Provider Internet eXchange Point
（WIDE Projectが運営するIX）



““ネットワークネットワークのコスト負担の公平性”をのコスト負担の公平性”を巡巡る検討課題る検討課題

物理網
レイヤー

通信サービス
レイヤー

プラットフォーム
レイヤー

ｺﾝﾃﾝﾂ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
レイヤー（ＣＰ等）

端末レイヤー
（エンドユーザ）

受益者負担原則に沿って、より多くの帯域を安定して利用する利用者から
追加的に料金を徴収する帯域別料金（または最低帯域保証型のサービス
メニュー）を設定することは妥当か。

帯域圧縮技術の導入など、新技術の導入に係る限界費用と追加的料金
徴収の可能性について、慎重な検討が必要ではないか。

急速な技術革新に伴うコスト吸収の可能性

リッチコンテンツ等を配信するCP (Content Provider)等から追加的に料金
を徴収することは適当か。

リッチコンテンツの配信に係る追加的料金の徴収の妥当性

■垂直統合型ビジネスモデルでは多様な機能がモジュール化され、これらの機能が組み合わされる形で提供される。ＩＰ網にお
いては自由なルーティングが行なわれることが原則であり、かつ各ルートごとのパケット通信量を明確に補足することは困難。

■他方、ブロードバンド基盤の整備に伴い、パケット通信量は音声・映像等のリッチコンテンツの急増とともに増加。

■ＩＰトラヒックの急増に伴う通信網増強のためのコスト負担の在り方をどう考えるか。

リッチコンテンツリッチコンテンツ

リッチコンテンツリッチコンテンツ

帯域別料金の妥当性

設備事業者とＩＳＰ間、ＩＳＰ相互間（上位tierのＩＳＰと下位tierのＩＳＰ間）の接
続料の設定は市場メカニズムの中で健全に形成されるのか。

事業者間のコスト清算の妥当性

次世代網（ＩＰ網）を念頭に置いた
接続料・接続ルールの在り方

利用者料金の在り方

利用者（事業者）料金の在り方
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●特定の市場参加者を不当に差別する事例は見られない。（ソフトバンク、イー・アクセス）ただし、今後問題が発
生する可能性がある。（ケイ・オプティコム、J:COM）
●当社が行っているコンテンツ配信サービスにおいて、一部の通信事業者から通信帯域の制限を受けていると推
測される事態が発生している。（USEN）
●ネットワークの中立性は設備投資インセンティブ確保に係る論点であり、物理網レイヤーにおいて各事業者がイ
ンセンティブを持って設備投資競争を行えるための検討も必要。（NTTドコモ）
●コンテンツプロバイダがそのサービス拡大のために多額の投資を行っているように、通信事業者もそのコンテン
ツ流通に対応すべく投資を行うのが義務。（USEN）
●インターネット接続プロバイダはコンテンツを差別する力を持っている以上、明確なネットワークの中立性ルール
が必要。（マイクロソフト）
●ネットワークの中立性は電気通信規制のベストプラクティスであり、IP化の進展の中でインターネットの多くの利
益保護を保証する。（スカイプ）
●ネットワークのただ乗り論は事業者間のコスト配分の問題であり、利用者利益の確保を狙いとする競争ルール
とは別個の議論。（経団連）

●現時点で問題はなく、市場の失敗及び事実上の独占状態の発生についての直接的証拠がない限り上位レイ
ヤーへの規制は不要。（ノキア）
●利用者の視点に立つとインターネット上のアプリケーションやサービス全般の利用に関わる問題であり、指定電
気通信設備を保有する事業者に限定して議論すべきでない。（テレコムサービス協会、NTT東西、NTT持株）
●市場支配力の濫用による公正競争の阻害を排除する観点、設備ベースの電気通信事業者との公正競争確保
の在り方という観点からは、指定電気通信設備を保有する事業者に限定すべき。（ソフトバンク、中部テレコミュニ
ケーション、KDDI、モバイル・コンテンツ・フォーラム）

ネットワークの中立性確保の在り方に関する主な意見ネットワークの中立性確保の在り方に関する主な意見((追加意見招請結果１追加意見招請結果１))

全 般

上位レイヤーの市場参加者が通信網を利用する際の公正競争要件の在り方
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ネットワークの中立性確保の在り方に関する主な意見ネットワークの中立性確保の在り方に関する主な意見((追加意見招請結果２追加意見招請結果２))

通信網増強のためのコストシェアリングの在り方

利用者による負担

●利用者向けにサービス提供している事業者が利用者にコスト負担を求めるかどうかは各社の判断。（USEN）
●利用形態や利用頻度に応じたコスト負担（従量課金等）も検討すべき。（ソフトバンク、J:COM、九州通信ネットワーク）
●利用者が負担した方がよい場合とコンテンツプロバイダ等が負担した方がよい場合と様々なケースが考えられる。（NTT東
西、NTTコム）
●各レイヤーを構成する事業者間でコストを最適に負担する仕組みの検討は適当。（NEC）
●利用者に負担を求めるのは適当でない。（テレコムサービス協会）

コンテンツプロバイダ等による負担

●通信網増強のためのコストを直接契約していないコンテンツプロバイダに転嫁することは適当でない。（USEN）
●コンテンツプロバイダは、電気通信事業者の接続を購入する際に電気通信網増強のコストを既に支払っている。（ノキア）
●ブロードバンド・キャリアは、既にネットワークを利用した自身の顧客から完全に費用を回収できている。（グーグル）
●コンテンツプロバイダ等がコストを負担する仕組みの導入が適当。（ケイ・オプティコム、九州通信ネットワーク、テレコム
サービス協会）
●コストの公平な負担の在り方に関する検討が必要。（テレコムサービス協会）

ＱｏＳの確保

●「トータルとしてのQoSの確保」という議論は、インターネットの定義から外れており、各社の努力によって通信品質向上を
図るべき。（USEN）
●基本的に事前規制を課すことなく、ビジネスベースで進められるべき。（NTT東、NTT持株、NTTコム、ノキア）
●今後、各事業者による構築が見込まれるNGNの接続に関する議論の中で検討すべき。（KDDI）

追加的コスト負担の吸収可能性

●吸収可能かどうかは、個々の事業者が収益見合いで総合的に判断すべき。（USEN）
●想定する１ユーザ当たり平均利用量を大幅に超える利用が継続する場合、追加的コスト負担を吸収できない場合があり得る。
（ケイ・オプティコム）
●通信網を利用するユーザや関係する事業者間での負担の公平性が保たれることが必要。（NTT西、NTT持株）
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● 消費者は、自らの選択により、合法的なインターネット上のコンテンツにアクセスするコンテンツにアクセスする

権利権利を有する。

● 消費者は、法の執行の必要性に従いつつ、自らの選択によってアプリケーションやアプリケーションや

サービスを享受する権利サービスを享受する権利を有する。

● 消費者は、ネットワークに損傷を与えない合法的な端末装置を自らの選択にネットワークに損傷を与えない合法的な端末装置を自らの選択に

よって接続する権利よって接続する権利を有する。

● 消費者は、ネットワークプロバイダ、アプリケーション＆サービスプロバイダ、コネットワークプロバイダ、アプリケーション＆サービスプロバイダ、コ

ンテンツプロバイダ間の競争を享受する権利ンテンツプロバイダ間の競争を享受する権利を有する。

委員会（ＦＣＣ）は、上記の原則を進行中の政策策定活動に盛り込む（この政策宣言におい
て規則を採択しようとするものではない）。

““ネットワークネットワークの中立性”に関する米国ＦＣＣの政策声明（０５年８月）の中立性”に関する米国ＦＣＣの政策声明（０５年８月）

ブロードバンド開発を促進し、

公共インターネットの開放性と相互接続性を維持・促進するための

４原則

（出典）FCC, “Policy statement” (05年9月23日) http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-05-151A1.pdf ９



米国連邦議会におけるネットワーク中立性を巡る法案の動き

■ネットワーク中立性に関し、米国連邦議会では様々な法案が提出され、議論されているところ。

（１） FCCの権限（政策声明及び原則の執行権限、紛争処理権限、規則制定権限）
（２） ブロードバンドにおける「無差別利用原則」の条文化

（３） 追加的費用負担の是非

上院 “ Consumer Competition and Broadband Promotion Act” （提出検討中）

■ 「政策声明」に基づき紛争処理を行なう権限をFCCに付与（是正命令も可能）。
■上記権限は、紛争処理及に限定。規則制定権限は付与しない。

■ FCCは施行後180日以内に、上記の達成状況を議会（商業科学委員会）に報告。

（上記S.2917に加え、）
■ サービス品質、アクセス、スピード、帯域（以下「アクセス等」という。）に関し合理的かつ無差別であること。
■ ブロードバンドサービス提供者は、アクセス等に関し、少なくとも関連会社と同等水準を提供すること。

下院 “Communications, Promotion, and Enhancement Act of 2006（COPE Act）”（HR5252）

上院 “ Communications, Consumer’s Choice, and Broadband Deployment Act of 2006” （S.2826）
■ インターネットサービス提供者は各加入者に以下について認めなければならない。
□ 加入者が選択するコンテンツ、アプリケーション、サービスにアクセス等させること。
□ ネットワークに害を与えない限りにおいていかなる装置も接続すること。
□ インターネットサービスのスピード、能力、制約及び価格に係る明確な情報をわかりやすい言葉で提供すること。
■連邦、州及び州際サービスを提供するＩＳＰのコンテンツの取扱は米国修正憲法第一条（表現の自由）に則ること。
■ ＦＣＣは紛争処理を行うが、規定の履行のための規則制定及びインターネット提供者の義務を修正又は拡大できない。

上院 “ Internet Freedom Preservation Act” （S.2917)
■ブロードバンド提供者が、ネットワークを流れるインターネットコンテンツを妨げ（interfere with, block）、その品質を低下さ
せ(degrade)、改造し(alter)、変更し(modify)、害し(impair)、変化(change)させることを禁止。

■ コンテンツ、アプリケーション、サービス等に応じた課金することを禁止。
■高速アクセス可能な「優先レーン」及び「低速レーン」の設定は追加的料金を課さない場合のみ可能。
■ FCCは、本項目について執行を行う。FCCは損害賠償を求め、又は、本項目の履行を命令することが可能。

【Inouye議員】

【Snowe議員､Dorgan議員､Inouye議員】

【Stevens議員】

【Barton議員】
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